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(57)【要約】
【課題】機構部などに経年変化が生じても、適切な加圧
力でワークを把持して溶接を行うことができるスポット
溶接方法を提供する。
【解決手段】サーボモータによって対の電極チップを駆
動することにより、電極チップの間にワークを挟み込み
加圧した状態で、電極チップ間に通電することによって
ワークをスポット溶接するスポット溶接方法において、
ステップＳ１で、サーボモータを動作させて外乱トルク
値を求め、求められた外乱トルク値を基準値ｄ0として
記録する。任意の時間経過後に、ステップＳ２で、サー
ボモータを動作させて外乱トルク値ｄを求め、ステップ
Ｓ３で、外乱トルク値ｄと基準値ｄ0との差から加圧力
補正値α＝Ａ（ｄ－ｄ0）を求める。ステップＳ４にお
いて、スポット溶接時の電極チップによるワークの加圧
力の指令値の設定値を、加圧力補正値αだけずらして、
ｐ’＝ｐ＋αに補正する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定値に応じた加圧力指令値にしたがってサーボモータによって対の電極チップを駆動
することにより、該電極チップの間にワークを挟み込み加圧した状態で、該電極チップ間
に通電することによってワークをスポット溶接するスポット溶接方法において、
　前記サーボモータを動作させて外乱トルク値を求め、求められた外乱トルク値を基準値
として記録する第１のステップと、
　前記第１のステップから任意の時間経過後に、前記サーボモータを動作させて外乱トル
ク値を求める第２のステップと、
　前記第２のステップで求めた外乱トルク値と前記基準値との差から加圧力補正値を求め
る第３のステップと、
　スポット溶接時の前記電極チップによる前記ワークの加圧力の指令値を、前記設定値か
ら前記加圧力補正値だけずれた値に補正する第４のステップと、
　を有することを特徴とするスポット溶接方法。
【請求項２】
　前記第１のステップに続いて、予め定められた加圧力指令値にしたがって前記サーボモ
ータを駆動し、前記電極チップ同士が押し付けられて前記加圧力指令値が満足された状態
の時の前記サーボモータの位置を検出し、基準位置として記録する第５のステップと、
　前記第３のステップに続いて、前記第５のステップにおける前記加圧力指令値に、前記
第３のステップで求められた前記加圧力補正値を加算した新たな加圧力指令値にしたがっ
て前記サーボモータを駆動し、前記電極チップ同士が押し付けられて前記加圧力指令値が
満足された状態の時の前記サーボモータの位置を検出する第６のステップと、
　前記第６のステップで検出した前記サーボモータの位置と前記基準位置との差が所定の
閾値を越えている場合に警告を発する第７のステップと、
　をさらに有する請求項１に記載のスポット溶接方法。
【請求項３】
　前記第６のステップで検出した前記サーボモータの位置と前記基準位置との差が所定の
閾値を越えている場合には、スポット溶接工程を実行しない請求項２に記載のスポット溶
接方法。
【請求項４】
　前記サーボモータに付属する温度検出器によって検出された温度値によって、前記サー
ボモータの外乱トルク値に補正を加える請求項１から３のいずれか１項に記載のスポット
溶接方法。
【請求項５】
　設定値に応じた加圧力指令値にしたがってサーボモータによって対の電極チップを駆動
することにより、該電極チップの間にワークを挟み込み加圧した状態で、該電極チップ間
に通電することによってワークをスポット溶接するスポット溶接方法において、
　前記サーボモータを動作させてモータ電流値を測定し、測定されたモータ電流値を基準
値として記録する第１のステップと、
　前記第１のステップから任意の時間経過後に、前記第１のステップと同一条件で前記サ
ーボモータを動作させてモータ電流値を求める第２のステップと、
　前記第２のステップで求めたモータ電流値と前記基準値との差から加圧力補正値を求め
る第３のステップと、
　スポット溶接時の前記電極チップによる前記ワークの加圧力の指令値を、前記設定値か
ら前記加圧力補正値だけずれた値に補正する第４のステップと、
　を有することを特徴とするスポット溶接方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スポット溶接方法に関し、特に、スポット溶接ガンを構成する電極チップを
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サーボモータで駆動して電極チップ間でワーク（被溶接物）を加圧しながら溶接するスポ
ット溶接方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スポット溶接においては、スポット溶接ガンによるワークの加圧力が不足すると溶接不
良やスパッタの発生が引き起こされる。これを防止するために、スポット溶接時の加圧力
を所定の範囲内に維持する種々の方策が提案されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された方法では、スポット溶接ガンを駆動してワークを加圧するサー
ボモータの電流値を溶接中に監視している。そして、サーボモータの電流値が基準値を下
回った場合に、加圧力が低下したと判定してサーボモータの電流指令値の補正を行い、加
圧力を調整している。
【０００４】
　しかしながら実際には、スポット溶接ガンの経年変化による機構部の摩擦増加等の要因
によって、サーボモータの電流指令値、すなわち加圧力指令値と実際に発生する把持加圧
力の値との関係には変化が生じる。このため、人手により、スポット溶接のシステムの休
止時に定期的にスポット溶接ガンの把持加圧力を測定し、この測定結果に基づいて、加圧
力指令値と実際に発生する把持加圧力の値との関係式の補正を行う再調整作業が一般的に
行なわれている。
【０００５】
　これに対して、特許文献２に開示された方法では、スポット溶接ガンを移動させる多関
節ロボットの動作範囲内に圧力検出器を配置している。そして、この圧力検出器によりス
ポット溶接ガンの実際に発生する加圧力を定期的に測定し、その時のサーボモータの電流
指令値との関係から、サーボモータの電流指令値、すなわち加圧力指令値と、実際の加圧
力との関係式を自動的に補正している。
【０００６】
　また、特許文献３に開示された方法では、スポット溶接ガンを微速度で移動させた時に
サーボモータに流れる電流値を測定している。そして、測定された電流値を、スポット溶
接ガンの姿勢の変化などによる把持加圧力の変化を抑制するのに利用している。
【０００７】
【特許文献１】特許第３１８０５３０号
【特許文献２】特許第３９５９３０２号
【特許文献３】特許第３５８０３３０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、機構部などに経年変化が生じても、適切な加圧力でワークを把持して
溶接を行うことができる新規なスポット溶接方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するため、本発明のスポット溶接方法は、設定値に応じた加圧力指令
値にしたがってサーボモータによって対の電極チップを駆動することにより、電極チップ
の間にワークを挟み込み加圧した状態で、電極チップ間に通電することによってワークを
スポット溶接するスポット溶接方法において、サーボモータを動作させて外乱トルク値を
求め、求められた外乱トルク値を基準値として記録する第１のステップと、第１のステッ
プから任意の時間経過後に、サーボモータを動作させて外乱トルク値を求める第２のステ
ップと、第２のステップで求めた外乱トルク値と基準値との差から加圧力補正値を求める
第３のステップと、スポット溶接時の電極チップによるワークの加圧力の指令値を、前記
設定値から加圧力補正値だけずれた値に補正する第４のステップと、を有することを特徴
とする。
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【００１０】
　この構成によれば、外乱トルク値の変化によって、機構部の摩擦増加などの経年変化を
評価し、スポット溶接時のワークの加圧力の、経年変化に起因する変動を低減するように
、加圧力指令値の補正を行うことができる。この際、外乱トルク値は、サーボモータに通
常備わっている検出部を用いて求めることができるので、専用の検出装置を新たに設置す
る必要がない。
【００１１】
　本発明のスポット溶接方法は、第１のステップに続いて、予め定められた加圧力指令値
にしたがってサーボモータを駆動し、電極チップ同士が、間にワークを挟むことなく押し
付けられて加圧力指令値が満足された状態の時のサーボモータの位置を検出し、基準位置
として記録する第５のステップと、第３のステップに続いて、第５のステップにおける加
圧力指令値に、第３のステップで求められた加圧力補正値を加算した新たな加圧力指令値
にしたがってサーボモータを駆動し、電極チップ同士が、間にワークを挟むことなく押し
付けられて加圧力指令値が満足された状態の時のサーボモータの位置を検出する第６のス
テップと、第６のステップで検出したサーボモータの位置と基準位置との差が所定の閾値
を越えている場合に警告を発する第７のステップと、をさらに有するのが好ましい。
【００１２】
　第５のステップと第６のステップとで実際に電極チップにかかる加圧力に差が生じれば
、電極チップの保持部材の撓み量に差が生じ、第５のステップと第６のステップとで、検
出されるサーボモータの位置に差が生じる。したがって、この差を評価することによって
、加圧力補正値の妥当性を評価することができる。
【００１３】
　第６のステップで検出したサーボモータの位置と基準位置との差が所定の閾値を越えて
いる場合には、スポット溶接工程を実行しないようにしてもよい。それによって、加圧力
補正値が妥当でない状態で、スポット溶接工程が実行されるのを回避することができる。
【００１４】
　サーボモータのトルク特性などは、モータの温度によってある程度変化する。そこで、
サーボモータに付属する温度検出器によって検出された温度値によって、サーボモータの
外乱トルク値に補正を加えることによって、加圧力補正値の精度を高めることができる。
【００１５】
　加圧力補正値の算出には、外乱トルク値の変化の代わりに、サーボモータのモータ電流
値の変化を用いてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のスポット溶接方法によれば、スポット溶接時のワークの加圧力の、経年変化に
起因する変動を、加圧力補正値により加圧指令値を補正することによって低減することが
できる。それによって、機構部などに経年変化が生じても、適切な加圧力でワークを把持
して溶接を行うことができるスポット溶接方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明の一実施形
態に係るスポット溶接ガンシステムの模式的な構成図である。
【００１８】
　このスポット溶接ガンシステムには、スポット溶接ガン１０が備えられている。スポッ
ト溶接ガン１０は、固定側電極チップ１１が先端に取り付けられたアーム１３と、可動側
電極チップ１２が先端に取り付けられたアーム１４を有している。アーム１４は、固定側
電極チップ１１と可動側電極チップ１２とを互いに対向して位置した状態に保ったまま互
いの距離を変化させることができるように、アーム１３に、それに対して移動できるよう
に連結されている。アーム１４には、それをアーム１３に対して移動させるための駆動力
を発生するサーボモータ２０が、不図示のギヤ機構などの機構部を介して接続されている
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。固定側電極チップ１１と可動側電極チップ１２とは、両者間に把持した不図示のワーク
を溶接するための所定の電力を両者間に通電できるように構成されている。
【００１９】
　可動側電極チップ１２の駆動のための機構部や、固定側電極チップ１１と可動側電極チ
ップ１２との間の通電装置などには、公知のものを用いることができ、これらは、本発明
に直接関わるものではないので、詳細な説明は省略する。スポット溶接ガンシステムには
、ワークを固定側電極チップ１１と可動側電極チップ１２との間に位置させるための搬送
機構や、スポット溶接ガン１０の位置や姿勢を制御するための機構などが通常備えられる
が、これらについても詳細な説明を省略する。また、電極チップは、複数対備えられてい
てもよく、それらを共通のサーボモータで駆動しても、別々のサーボモータで駆動しても
よいが、ここでは説明を分かりやすくするため、１つのサーボモータ２０と１対の電極チ
ップを用いた構成について説明する。
【００２０】
　サーボモータ２０には制御装置３０が接続されている。制御装置３０は、サーボモータ
２０の他、前述の電極チップ間の通電装置、ワークの搬送機構、スポット溶接ガン１０に
付属するアーム機構などの制御を行うものであってよい。また、図１に示すスポット溶接
ガンシステムは、ワークに対して、スポット溶接以外の種々の処理を施す生産ラインの一
構成要素であってもよく、制御装置３０は、スポット溶接以外の他の工程を実行する機構
の制御機能を有していてもよい。
【００２１】
　制御装置３０には教示操作盤４０が接続され、教示操作盤４０には、操作員が、制御装
置３０内の情報の閲覧などを行うための画像表示部４１と、制御装置３０の操作や設定な
どを行うための入力部４２とが備えられている。さらに、制御装置３０に備えられた通信
用インターフェイスを介して制御装置３０と通信を行い、専用処理を行う周辺機器５０が
設けられていてもよい。周辺機器５０には、例えば、前述のような生産ラインの各種機構
を制御するための制御装置群の管理を行い、制御装置の起動や制御装置の状態監視を行う
ライン制御盤が含まれていてよく、あるいは、ワークの位置の検出・監視機構などが含ま
れてもよい。
【００２２】
　図２は、本実施形態のスポット溶接ガンシステムの制御系の、主に、本発明に関わる部
分のブロック図である。同図に示すように、制御装置３０は、サーボモータ２０の制御を
行うためのサーボＣＰＵ３１を有している。サーボモータ２０には、回転機構部２１に加
え、その位置、速度などを検出して外部に出力するための検出部が備えられており、図２
には、特に、位置検出部２２を示している。サーボＣＰＵ３１は、検出部からの受信信号
に応じ、サーボアンプ３２を介して回転機構部２１への供給電力を制御する。それによっ
て、サーボＣＰＵ３１は、サーボモータ２０の位置制御とトルク制御を実行可能であり、
また速度制御を実行可能なものであってもよい。サーボＣＰＵ３１によるサーボモータ２
０のこのような制御は、サーボモータ２０の検出部の信号や、サーボモータ２０の電流値
をフィードバック信号とした制御などによって実現され、これには、公知のどのような構
成を用いてもよい。また、特に、本実施形態において、サーボＣＰＵ３１は、トルク指令
値と、検出部からの信号によって求められる実速度値との比較などによって、種々の機構
部の摩擦などによって発生する外乱トルクを予測、検出する機能を有している。
【００２３】
　制御装置３０は、さらに、教示操作盤４０や周辺機器５０との情報交換などを含む種々
の統括制御を行うメインＣＰＵ３５を有している。メインＣＰＵ３５は、種々の演算処理
を行う演算部３６と、種々の設定などの情報や、スポット溶接工程を実行するためのプロ
グラムなどを保存しておくための記憶部３７を有している。なお、図示していないが、サ
ーボＣＰＵ３１も、必要に応じて、記憶部などを有していてよい。また、サーボＣＰＵ３
１とメインＣＰＵ３５とは、別々のハードウェアによって構成されるものでなくてもよく
、同一のハードウェアが実行する別々のソフトウェアによってそれぞれの機能が実現され



(6) JP 2010-528 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

るものであってもよい。
【００２４】
　サーボＣＰＵ３１は、前述のように、サーボモータ２０の位置制御およびトルク制御を
実行可能であり、これらの制御指令がメインＣＰＵ３５から与えられる。メインＣＰＵ３
５は、位置指令によって、サーボモータ２０の回転機構２１を、したがって可動側電極チ
ップ１２を所定の位置に移動させることができる。また、加圧力指令によって、サーボモ
ータ２０の発生トルクを、したがって、固定側電極チップ１１と可動側電極チップ１２と
による加圧力が所定の値になるようにすることができる。
【００２５】
　次に、動作について説明する。スポット溶接工程は、制御装置３０のメインＣＰＵ３５
が、記憶部３７に記憶されたプログラムにしたがって動作することによって実行される。
この際、制御装置３０は、ワークの搬送機構などの制御を行う他の制御装置と協働したり
、ワークの位置検出機構などからの情報に応答したりするものであってよいが、これらの
動作は、本発明に直接関わるものではないので、詳細な説明は省略する。
【００２６】
　最初に、可動側電極チップ１２が、固定側電極チップ１１から十分に離れた所定の位置
に配置された状態で、可動側電極チップ１２と固定側電極チップ１１との間にワークが位
置決めされる。この状態から、サーボモータ２０によって可動側電極チップ１２が、固定
側電極チップ１１との間にワークを挟み込む所定の位置に動かされ、さらに、ワークに対
して所定の加圧力が加わるように、サーボモータ２０によってトルクが発生させられる。
このようにして、ワークが固定側電極チップ１１と可動側電極チップ１２との間に把持さ
れ、所定の加圧力を加えられた状態で、固定側電極チップ１１と可動側電極チップ１２と
の間に所定の通電が行われて、ワークがスポット溶接される。
【００２７】
　上記のようにして所望のスポット溶接が良好に行われるようにするために、電極チップ
への通電時の加圧力指令値ｐは、予め適切に設定される。この加圧力指令値ｐは、スポッ
ト溶接ガンシステムの設計時に、ワークの種類などに応じて適切に設定することができ、
また、個々のスポット溶接ガンシステムの施工後に、さらに試験を通じて、適切に調整し
てもよい。
【００２８】
　しかしながら、スポット溶接ガンシステムにおいては、一般に、機構部の摩擦増加など
の経年変化のために、同じ加圧力指令値ｐによって動作させた時にワークに加わる加圧力
は、経年的に変化してしまう。そこで、本実施形態では、このような経年変化の影響に対
する補正動作を行う。
【００２９】
　この補正動作のフローチャートを図３に示す。最初に、ステップＳ１（第１のステップ
）において、サーボモータ２０にかかる外乱トルクの基準値ｄ0を取得する。すなわち、
前述のように、サーボＣＰＵ３１は、外乱トルクを予測、検出する機能を有しており、こ
れを利用して外乱トルク値を取得し、これを基準値ｄ0とする。より詳細に述べると、サ
ーボＣＰＵ３１は、外乱トルクの測定用に予め用意された制御プログラムを実行してサー
ボモータ２０を所定のパターンで動作させ、その際のトルク指令値と実速度値との比較な
どから外乱トルク値を算出する。外乱トルク値の算出には、公知のどのような構成を用い
てもよい。サーボＣＰＵ３１で算出された基準値ｄ0は、メインＣＰＵ３６に送信され、
記録部３７に保存される。
【００３０】
　この際、可動側電極チップ１２が固定側電極チップ１１に接触すると、接触によって発
生するトルクが支配的となり、機構部の摩擦などによる、より小さな外乱トルクを精度良
く測定することが困難となる。このため、外乱トルクの測定は、可動側電極チップ１２が
固定側電極チップ１１に接触しない範囲で、可動側電極チップ１２に一定の動作をさせて
行うのが好ましい。
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【００３１】
　次に、任意の時間経過後、ステップＳ２（第２のステップ）において、再度、外乱トル
ク値ｄを取得する。この際には、ステップＳ１で実行したものと同じ制御プログラムを実
行することにより、同一条件で外乱トルク値ｄを取得するのが好ましい。
【００３２】
　次に、ステップＳ３（第３のステップ）において、ステップＳ１で取得した基準値ｄ0

とステップＳ２で取得した外乱トルク値ｄ1との差から、それに比例定数Ａを乗算して加
圧力補正値α＝Ａ（ｄ－ｄ0）を算出する。そして、ステップＳ４（第４のステップ）に
おいて、スポット溶接時の加圧力指令値を加圧力補正値α分だけ補正して、ｐ’＝ｐ＋α
に設定し直す。
【００３３】
　このようにして、以降のスポット溶接時には、補正された加圧力指令値ｐ’を用いるこ
とによって、経年変化によりワークの加圧力が変動するのを抑制し、ワークに適切な加圧
力を加えた状態で、良好に溶接を行うことができる。すなわち、ステップＳ１の時点から
ステップＳ２の時点までの時間経過の間の、機構部の摩擦増加などの経年変化のために生
じる、同一の加圧力指令値で動作させた場合のワークの加圧力の変化は、ステップＳ１と
ステップＳ２で測定した外乱トルク値の差に実質的に比例する。したがって、この差にし
たがって、経年変化のために生じる加圧力の変化分だけ加圧指令値を補正することによっ
て、経年変化の影響を相殺し、ワークの加圧力の、経年変化による変動を低減することが
できる。
【００３４】
　なお、ステップＳ１は、スポット溶接ガンシステムの施工後、早期に実行するのが好ま
しく、あるいは、施工後などに試験などによって加圧力指令値ｐの調整を行った場合、そ
の後、なるべく近い時点でステップＳ１を実行するのが好ましい。それによって、ワーク
の加圧力が最も適切に調整された状態を基準とし、その状態を再現するように補正を行っ
て、適切な溶接工程を実現することができる。
【００３５】
　ステップＳ２およびＳ３は、操作員が適宜な時期に教示操作盤４０を介して実行する構
成にすることができ、定期的に繰り返し行われてよい。特に、制御装置３０が、時間情報
を自動的に取得して適切な時期に実行するように構成するのが好ましい。それによって、
補正時期が遅れないように確実に適切な間隔で補正を行うことができ、それによって把持
加圧力の経年変化による変動が大きくなるのを抑制することができる。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、機構部などに経年変化が生じても、それに
応じて、加圧指令値に補正を加えることによって、ワークの加圧力が変化するのを抑制す
ることができ、それによって、溶接工程を良好に実行可能とすることができる。この際、
本実施形態の構成では、加圧指令値の補正処理を、制御装置３０で自動的に行うことがで
きるので、再調整作業を人手で行う場合に比べて、作業工数を減らして、システムの稼動
コストを抑えることができる。また、システムを完全に休止しなくても補正を行うことが
できるので、適切な間隔で定期的に補正を行うことができ、それによって、把持加圧力の
、経年変化に起因する変動が大きくなるのを抑制することができる。さらに、補正処理に
専用の検出機構を必要とすることなく、サーボモータ２０に元々備わっている検出部を利
用して補正値を求めているので、システムが複雑になることもなく、低コストで実現可能
である。
【００３７】
　なお、上述の実施形態は本発明を例示するものであり、特許請求の範囲に規定する本発
明の範囲内で種々の変更が可能である。例えば、上述の実施形態では、スッテプＳ１の時
点からステップＳ２の時点までの時間経過による、加圧力の経年変化による影響を評価す
るのに、外乱トルク値の差を用いる例を示したが、サーボモータ２０のモータ電流値の差
を用いてもよい。すなわち、通常、モータ電流値は、サーボモータ２０の発生トルクに比
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例する。したがって、スッテプＳ１の時点とステップＳ２の時点とで、同一条件でサーボ
モータ２０を駆動した時のモータ電流値の差を求めれば、この差分値は、加圧力の、経年
変化値に起因する変動量に比例する。したがって、外乱トルク値の代わりにモータ電流値
を用いても、加圧力の経年変化の補正を実現することができる。
【００３８】
　また、サーボモータ２０の位置検出部２２の検出信号を利用して、加圧動作の補正の妥
当性の評価をさらに行ってもよい。このような処理のフローチャートを図４に示す。図４
において、図３と同様の部分には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００３９】
　図４に示す処理では、ステップＳ１に続いて、ステップＳ１１（第５のステップ）にお
いて、予め定められた加圧力指令値ｐc0をメインＣＰＵ３６からサーボＣＰＵ３１に出力
する。それによって、可動側電極チップ１２が固定側電極チップ１１に、加圧力指令値に
対応した加圧力で押し付けられる。この動作は、可動側電極チップ１２と固定側電極チッ
プ１１との間にワークを挟まずに行う。そして、サーボＣＰＵ３１において加圧力指令値
ｐc0が満足されているのが判定された時のサーボモータ２０の位置を位置検出器２２によ
って検出して基準位置ｆ0として記録する。
【００４０】
　次に、任意の時間経過後に行われるステップＳ２，Ｓ３に続いて、ステップＳ１２（第
６のステップ）において、ステップＳ１１における加圧力指令値ｐc0を、加圧力補正値α
によって補正した加圧力指令値ｐc＝ｐc0＋αにしたがって、ステップＳ１１と同様に、
加圧を行う。サーボＣＰＵ３１において加圧力指令値ｐcが満足されているのが判定され
た時のサーボモータ２０の位置ｆを位置検出器２２によって検出する。
【００４１】
　この時、実際の加圧力がステップＳ１１の時と、ステップＳ１２の時とで異なっていれ
ば、スポット溶接ガン１０のアーム１３，１４などに加わる応力が異なることになり、そ
れらの撓み量に差が生じる。その結果、位置ｆ0とｆとに差が生じることになる。そこで
、ステップＳ１３において、位置ｆ0とｆとの差が、所定の閾値ｆbを越えているかどうか
判定する。
【００４２】
　ステップＳ１３において、位置ｆ0とｆとの差が、所定の閾値ｆbより小さいことが判定
された場合には、ステップＳ４に進む。すなわち、加圧力補正値αは妥当なものと判断し
、図３を用いて説明した場合と同様に、加圧力補正値αによる加圧力の補正を行う。
【００４３】
　一方、位置ｆ0とｆとの差が、所定の閾値ｆbを越えていた場合には、加圧力補正値αが
妥当なものではない可能性があることに対して、ステップＳ１４（第７のステップ）にお
いて警告を発する。警告は、教示操作盤４０の画面表示部４１に表示して行うことができ
、あるいは、周辺機器５０として設けられた、音や光によって警報を発する警報装置を用
いて行ってもよい。
【００４４】
　ステップＳ１４に続いて、ステップＳ１５において、加圧力補正値αを０に修正した後
、ステップＳ４に進む。すなわち、加圧力補正値αの使用を除外する。加圧力補正値αを
、問題を生じないように予め定められた別の値に修正してもよい。あるいは、位置ｆ0と
ｆとの差が、所定の閾値ｆbを越えていた場合には、以降、スポット溶接工程を実行しな
いように構成してもよい。
【００４５】
　また、図５に示すように、サーボモータ２０に、その温度を測定する温度検出器２５を
付属させて、その検出値をメインＣＰＵ３５に取り込み、加圧力補正値αを算出するのに
利用してもよい。すなわち、スポット溶接ガン１０の可動部のグリスの粘性、あるいはサ
ーボモータのトルク特性などは、通常、温度にある程度左右されるので、その影響を考慮
することによって、加圧力の補正の精度を高めることができる。
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【００４６】
　このために、モータ温度以外は同じ条件で外乱トルクを求めることによって、図６に示
すように、モータ温度Ｔと外乱トルク値ｄTとの相関関係を予め求める。また、スポット
溶接ガン１０が通常使用される時、すなわちスポット溶接が実行される時の、サーボモー
タ２０のモータ温度Ｔ0を予め求めておく。これらから、モータ温度がＴ0の時の外乱トル
ク値ｄT0と、モータ温度がＴの時の外乱トルク値ｄTとは、一般に、関数ｆ（Ｔ）を用い
て、ｄT=ｄT0×ｆ（Ｔ）と表すことができる。
【００４７】
　加圧力補正値αは、スポット溶接を実行する時の加圧力に適用されるものであるので、
それを算出する際に用いる外乱トルク値ｄやその基準値ｄ0は、スポット溶接を実行する
時のモータ温度Ｔ0の状態で算出したものを用いるのが好ましい。一方、外乱トルク値ｄ
やその基準値ｄ0は、スポット溶接の実行時に算出されるものではないので、算出時のモ
ータ温度Ｔは、通常、モータ温度Ｔ0とは一致しない。そこで、上記の関数ｆ（Ｔ）を用
いて、モータ温度Ｔの状態で求めた外乱トルク値ｄTから、モータ温度Ｔ0の状態の時の外
乱トルク値に相当する補正値ｄT0＝dＴ／ｆ（Ｔ）を求め、これを加圧力補正値αの算出
に用いる。それによって、加圧力補正値αの精度を高めることができる。
【００４８】
　また、この場合、加圧力補正値αの妥当性を評価するための前述の加圧力指令値ｐc0，
ｐcについても同様に、モータ温度による影響を考慮してもよい。すなわち、加圧力補正
値αは、上述のように、スポット溶接を実行する時のモータ温度Ｔ0の状態を想定して設
定される。したがって、加圧力補正値αを評価するための加圧力指令値ｐc0，ｐcも、モ
ータ温度Ｔ0の状態での値として扱う必要がある。一方、実際に加圧力指令値ｐc0，ｐcに
したがって加圧が行われる時のモータ温度は、Ｔ0に一致しない。このため、加圧力補正
値αの評価のための加圧を行う時には、加圧力指令値ｐc0，ｐcを、その時のモータ温度
での値に補正した指令値を用いるのが好ましい。
【００４９】
　このため、モータ温度以外は同じ条件で、実際に発生する加圧力が同じになる加圧力指
令値ｐを求めることによって、図７に示すように、モータ温度Ｔと加圧力指令値ｐTとの
相関関係を予め求める。すると、この加圧力指令値ｐTは、一般に、モータ温度がＴ0の時
の加圧力指令値ｐT0に対して、関数ｇ（Ｔ）を用いて、ｐT=ｐT0×ｇ（Ｔ）と表すことが
できる。このようにして、関数ｇ（Ｔ）を用いて、加圧を行う時のモータ温度Ｔでの値に
換算した加圧力指令値を求めることができ、その加圧力指令値を用いることによって、加
圧力補正値αの評価の信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態のスポット溶接ガンシステムの模式的な構成図である。
【図２】図１のスポット溶接ガンシステムの制御系の、主に、本発明に関わる部分のブロ
ック図である。
【図３】スポット溶接時の加圧力設定の、経年変化による影響に対する補正動作のフロー
チャートである。
【図４】図３の変形例のフローチャートである。
【図５】図２の変形例のブロック図である。
【図６】モータ温度Ｔと外乱トルク値ｄの相関関係を示すグラフである。
【図７】モータ温度Ｔと加圧力指令値ｐの相関関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　　スポット溶接ガン
　１１　　固定側電極チップ
　１２　　可動側電極チップ
　２０　　サーボモータ
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　３０　　制御装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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